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厚生労働省には、どのような仕事があるのでしょうか。
専門的な職種に就いている人たちを紹介します。

看護系技官【 第6回 】

患者に近い視点で
制度づくりに関わり
QOL向上に貢献する

厚生労働省医政局総務課
医療安全推進室
医療安全対策専門官

芝田 おぐささん

芝田さんの１日

9：30 登庁

10：00 電話打ち合わせ・会議

12：00 昼食

13：00 関係者や団体との
意見交換

15：00 議員からの 
説明依頼に対応

18：30 退庁

国
民
が
求
め
る 

看
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
実
現
へ

現
在
、
約
１
６
６
万
人
の
看
護
師
・
准

看
護
師
・
保
健
師
・
助
産
師
が
そ
の
資
格

を
活
か
し
て
働
い
て
い
ま
す
。
う
ち
約

１
０
０
人
が
看
護
系
技
官
と
し
て
、
厚
生

労
働
本
省
や
地
方
厚
生
局
等
で
活
躍
し
て

い
ま
す
。

国
民
が
求
め
る
看
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
た
め
に
、
事
務
官
や
医
系
技
官
等
と

と
も
に
施
策
を
考
え
、
制
度
の
創
設
や
改

善
に
取
り
組
む
こ
と
が
そ
の
役
割
で
す
。

質
の
高
い
看
護
サ
ー
ビ
ス
を
届
け
る
こ
と

で
、患
者
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
向
上
に
貢
献
し
ま
す
。

７
年
以
上
の
看
護
に
関
す
る
業
務（
修

士
課
程
の
期
間
を
含
む
）経
験
等
の
要
件

を
満
た
し
、
採
用
試
験
に
合
格
す
る
と
看

護
系
技
官
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
厚

生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
大
臣
官
房
、
医

政
局
、
健
康
局
、
社
会
・
援
護
局
、
労
働

基
準
局
、
子
ど
も
家
庭
局
、
保
険
局
、
老

健
局
な
ど
に
配
属
さ
れ
、
看
護
職
と
し
て

の
経
験
を
活
か
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
に

携
わ
り
ま
す
。

患
者
や
現
場
の
視
点
を 

施
策
立
案
に
活
か
す

医
政
局
総
務
課
医
療
安
全
推
進
室
で
医

療
安
全
対
策
専
門
官
と
し
て
勤
務
す
る
芝

田
お
ぐ
さ
さ
ん
は
、
看
護
系
技
官
を
次
の

よ
う
に
説
明
し
ま
す
。「
看
護
の
経
験
を

経
て
看
護
系
技
官
に
な
っ
て
お
り
、
医
療

現
場
の
シ
ス
テ
ム
を
理
解
し
て
い
ま
す
。

患
者
さ
ん
や
現
場
で
頑
張
っ
て
い
る
医
療

従
事
者
を
思
い
浮
か
べ
て
、
施
策
や
制
度

づ
く
り
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
」

芝
田
さ
ん
が
こ
れ
ま
で
の
仕
事
の
な
か

で
、
最
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
と
話
す
の

は
、
２
０
１
５
年
10
月
の「
特
定
行
為
に

係
る
看
護
師
の
研
修
制
度
」の
創
設
で
す
。

「
看
護
師
の
特
定
行
為
研
修
制
度
を
実
現

さ
せ
る
に
は
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法

の
改
正
が
必
要
で
し
た
。
乗
り
越
え
る
べ

き
課
題
が
多
く
、
法
改
正
は
難
し
い
の
で

は
な
い
か
、
と
く
じ
け
そ
う
に
な
る
こ
と

が
何
度
か
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
後

の
日
本
の
医
療
を
見
据
え
た
と
き
に
、
適

切
な
研
修
を
受
け
た
看
護
師
が
高
度
な
臨

撮影／羽切利夫

注）：�採用試験や業務説明会の情報は、厚生労働省ホームページに掲載しています（「厚生労働省看護系技官」で検索）。

(C) 2018 日本医療企画.



どんな仕事をしてるの① 特定行為に係る看護師の研修制度

② 医療事故調査制度 ③ 第３回閣僚級世界患者安全サミット

？

厚生労働  2018.933

看護系技官は、医療・介護・健康分野の施策・制
度づくりに看護の専門知識をもって携わっていま
す。看護系技官が関わる本文に登場した施策や業
務の一部を紹介します。

床
実
践
能
力
を
発
揮
で
き
る
基
盤
が
必
要

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
特
定
行
為
研
修

が
必
須
だ
と
い
う
強
い
思
い
と
信
念
を

持
っ
て
取
り
組
む
上
司
の
姿
を
支
え
に
乗

り
越
え
ま
し
た
」と
、
当
時
を
振
り
返
り

ま
す
。

芝
田
さ
ん
は
現
在
、
医
療
安
全
対
策
の

施
策
に
つ
い
て
担
当
し
て
い
ま
す
。
医
療

安
全
体
制
の
整
備
や
医
療
事
故
再
発
防
止

事
業
な
ど
に
携
わ
っ
て
お
り
、
今
年
４
月

に
日
本
で
行
わ
れ
た「
第
３
回
閣
僚
級
世

界
患
者
安
全
サ
ミ
ッ
ト
」の
企
画
・
運
営

を
担
当
し
ま
し
た（
※
囲
み
参
照
）。

医
療
の
分
野
で
は
近
年
、
患
者
が
主
体

的
に
治
療
に
参
加
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
お
り
、
医
療
安
全
の
観
点
か
ら
は
特
に

そ
れ
が
重
要
で
す
。「
看
護
師
は
患
者
の

治
療
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
人
の
日
常
生
活

や
人
生
に
お
い
て
何
に
価
値
を
見
い
だ
し

て
い
る
の
か
、
患
者
を
全
人
的
に
と
ら
え

る
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
、

患
者
参
画
の
政
策
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
看
護
系
技
官
の
存
在
の
重
要
性
を

強
く
自
覚
し
ま
す
」

芝
田
さ
ん
は
、
医
療
事
故
の
遺
族
や
医

療
事
故
が
起
き
た
際
に
医
療
従
事
者
と
患

者
を
つ
な
ぐ
医
療
対
話
推
進
者
な
ど
と
意

見
交
換
の
機
会
な
ど
を
多
く
取
り
な
が

ら
、
医
療
安
全
対
策
の
姿
を
模
索
し
つ
つ

日
々
の
業
務
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

８年目の芝田さんに聞く

Q1．看護系技官をめざしたきっかけは？
A１．法学部を卒業後、金融機関に勤務し、その後看護師

になりました。病院勤務も充実したものだったので
すが、自分のこれまでの経験を総合的に活かす方法
があるのではないかと思い、看護師になるために通っ
た大学の教授に相談したところ、看護系技官の公募
をしていることを知り、めざしました。

Q2．�この仕事の魅力を教えてください。
A２．看護師として現場で働くことも魅力的ですが、医療

や看護・介護サービスの制度や施策の立案に携われ
ることがやりがいです。たとえば、医療事故調査制
度は創設されて約３年が経過しますが、制度をより
よく運営するための中長期的な課題について検討・
調査することは大事な仕事の一つです。そのような
業務を通じて、今後のよりよい医療提供のあり方に
貢献できていると感じられることは喜びです。

Q3．看護師の経験をどう活かしていますか？

A３．医療の提供者側ではあるけれども、受ける側の声や
思いを特に聞いているのは、日頃接している看護師
だと思います。そうした看護師経験を持っているか
らこそ、国民に寄り添った考え方の重要性を感じて
います。

！

医療の安全を確保するため、医療事故を再発防止につなげる
制度です。制度創設にも携わっています。これまで死亡事例
をもとに4つの再発防止提言書が公表され、各医療機関にお
いて提言に応じた取り組みが行われています。

各国や国際機関のリーダーが患者安全の重要性について認識を
共有し、最新の知見を世界に発信することが目的です。今年4月、
第３回を日本で開催し、英国・独国政府、ＷＨＯの担当官の技術
的協力を得ながら企画・運営を担当しました。

医師または歯科医師の判断を待たずに、手順書により一定の
診療の補助（特定行為）を行う看護師を養成し、確保するため
の研修制度です。

(C) 2018 日本医療企画.




